
巨１ 三 の鰯様へ 細 らせでも コ

　　　　　

（令ネロ４年７月発行）

岩手県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

　

後期高齢者医療において、 これまで窓口負担割合は１割または３割でしたが、 令和４

年１０月１日から、 一定以上の所得がある方は、 現役並み所得者 （窓口負担割合３割の

方） を除き、 窓口負担割合が２割になります。 ２割負担になる方は被保険者全体のうち

約２０％の方です。

　

制度改正に伴い、 令和４年度に交付する被保険者証は下記のとおりとなりますので、
保険証をご確認いただく際は、 有効期限と負担割合にご注意いただきますよう、 お願い
いたします。
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「０月「日から使える保険証は、 市町村から、 ９月下旬ごろに交付します。

◆

　

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（黄緑）

　

及び 後期高齢者医療限度

　

額適用認定証 （白） については変更ありません。

◆

　

証の 「一部負担金の割合」 が、 括弧書き 【例：２割 （令和４年９月３０日までは１割）】 の記

　

載となる場合があります。

お問い合わせ

　　　

岩手県後期高齢者医療広域連合

　

谷 ０１９‐６０６－７５０１


